
重要事項説明書 

１．事業者概要 

事業者名称 医療法人社団 棕櫚の会 

所在地 札幌市西区宮の沢３条３丁目６－１ 

代表者氏名 理事長 一木 崇宏 

電話番号 ０１１－６８８－９８０７ 

 

２．事業所概要 

事業所名称 ホサナ訪問看護ステーション 

住所 札幌市西区宮の沢３条３丁目６－１ 

電話番号 ０１１－６８８－９８３３ 

介護保険指定事業所番号 ０１６０４９１１５５ 

 

３．事業の目的と運営方針 

事業の目的 

居宅において、主治医が訪問看護の必要を認めた利用者に対して、適切な訪問看護を提供することを目

的とします。 

運営方針 

（１）ホサナ訪問看護ステーション（以下、本事業所という）の看護師その他職員は、利用者の特性を

踏まえて、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養

生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図ります。 

（２）事業の実施にあたっては、札幌市、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を保ち、総

合的なサービスの提供に努めます。 

（３）本事業所は、必要なときに必要な訪問看護が行えるよう、事業実施体制の整備に努めます。 

 

４．営業時間 

営業日 月曜日から金曜日（祝・休日、１２月２９日～１月３日を除く） 

営業時間 午前９時から午後５時 

 

５．営業地域 

通常の営業地域 札幌市 西区全域、手稲区全域、 

中央区（宮の森、宮ヶ丘） 

北区（新川、新川西、新琴似） 

 

６．事業所の職員体制（令和６年１０月１日現在） 

管理者 （看護師） 小林 やよい     

 



職 職務内容 人員数 

管理者 1. 主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう

必要な管理を行います。 

2. 訪問看護計画書および訪問看護報告書の作成に関し、必要な指

導および管理を行います。 

3. 職員に、法令等の規定を遵守させるために必要な指示命令を行

います。 

常勤  

1名 

看護職員のう

ち主として計

画作成等に従

事する者 

1. 指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師から文書による

指示を受けるとともに、主治の医師に対して訪問看護計画書お

よび訪問看護報告書を提出し、主治の位置との密接な連携を図

ります。 

2. 主治の医師の指示に基づく訪問看護計画の作成を行うととも

に、利用者等への説明を行い、同意を得ます。 

3. 利用者へ訪問看護計画を交付します。 

4. 訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護計画書を作成

します。 

5. 指定訪問看護の実施状況の把握および訪問看護計画の変更を行

います。 

6. 利用者またはその家族に対し、療養上必要な事項について、理

解しやすいように指導または説明を行います。 

7. 常に利用者の病状、心身の状況およびその置かれている環境の

的確な把握に努め、利用者またはその家族に対し、適切な指導

を行います。 

8. サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と

連携を図ります。 

 

 

 

 

 

常勤 

 5名 

 

 

看護 

職員 

訪問看護計画に基づき、指定訪問看護のサービスを提供します。 常勤 

 6名 

非常勤 

 6名 

療法士  

理学療法士 

作業療法士 

言語聴覚士 

訪問看護計画に基づき、指定訪問看護のサービスを提供します。 常勤 

 1名

（兼務） 

 

 

 

 

 



７．提供するサービスの内容について 

（１）提供するサービスの内容 

サービス区分と種類 サービスの内容 

訪問看護計画の作成 主治の医師の指示および利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅

サービス計画（ケアプラン）に基づき、利用者の意向や心身の状況等のア

セスメントを行い、援助の目的に応じて具体的なサービス内容を定めた訪

問看護計画を作成します。 

訪問看護の提供 訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。 

具体的な訪問看護の内容 

①病状の観察 ②療養上お世話 ③認知症ケア ④終末期のケア 

⑤医師の指示に基づく医療処置 ⑥利用者・家族等への介護支援や相談 

など 

（２）看護職員の禁止行為 

看護職員はサービスの提供にあたって、次の行為は行いません。 

① 利用者または家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

② 利用者または家族からの金銭、物品、飲食の授受 

③ 利用者の同居家族に対するサービス提供 

④ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑤ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者または第三者等の生命や身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除く） 

⑥ その他利用者または家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

 

８．利用料 

介護保険の地域単価 １単位 10.21円 

利用料金および加算 料金表別表 

〇利用者は、料金表（別紙）に定めた訪問看護サービスに対する所定の利用料および、サービスを提供

するうえで別途必要になった費用を支払うものとします。 

〇利用料金の支払い方法 

 毎月、15日前後に前月分の請求書をお渡しいたします 

 利用料は、1か月単位とし、当該月の利用料は、翌月末日に利用者が指定する口座から毎月末日に振り

替えます（末日が土・日・休日の場合は、その翌日）。 

 

９．緊急時等の対応の方法 

サービス提供にあたり、事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家族、主治医、

救急機関、居宅介護支援事業所等に連絡します。 

 

主治医 

医療機関名  

医師名  

電話番号  



ご家族 

（緊急連絡先） 

氏名（続柄）  

連絡先（昼）  

連絡先（夜）  

 

居宅支援事業所 

名称  

担当者  

電話番号  

 

１０．事故発生時の対応 

（１）訪問看護の提供により事故が発生した場合は、速やかに当該利用者に係る家族等や主治医、介護支

援専門員、市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

（２）利用者に対する訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに

行います。 

（３）事業所は、事故の状況及び事故に際して採った措置について記録し、その完結の日から 2年間保存

します。 

 

１１．苦情申し立て窓口 

（１）苦情等があった場合、相談担当者が利用者より事情を聞くとともに、その利用者を担当した者から

も事情を聴取します。また、内容によっては利用者のもとへ直接出向き詳しい事情を聴取・確認し

ます。 

（２）苦情の内容により、利用者への謝罪が必要と判断した場合は、管理者を含めて検討会を行います。

また、検討の結果、利用者への謝罪が必要な場合は速やかに対応します。 

（３）苦情相談の結果については、必ず台帳に記録・保管し、再発防止に努めます。 

★苦情相談窓口 

利用者相談窓口 利用時間：月曜日～金曜日 午前９時～午後５時 

電話番号：011-688-9833 担当：管理者 小林やよい 

☆本事業所以外にも、下記相談窓口等で苦情や相談を受け付けています。 

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部

介護保険課 

受付時間：月曜～金曜 8時 45分～17時 15分 

電話：011-211-2972 

北海道国民健康保険団体連合会 

介護保険課 企画・苦情係 

受付時間：月曜～金曜 午前 9時～午後 5時 

電話：011-231-5175（直通） 

 

１２．衛生管理等について 

（１）看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（２）本事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

（３）本事業所において感染症が発生、又は蔓延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

① 本事業所における感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会を概ね 6 か月に 1

回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底をします。 

② 本事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備しています。 



③ 職員に対し、感染症の予防及び蔓延のための研修・訓練を定期的に実施します。 

 

１３．業務継続計画の策定等について 

（１）本事業所は、非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予定訪問看護の提供を継続的に

実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、

当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２）職員に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１４．社会情勢及び天災時の訪問看護について 

（１）社会情勢の急激な変化、地震、風水害等著しい社会秩序の混乱により、本事業所の業務の履行が難

しい場合は、日程、時間の調整をさせていただく場合があります。 

（２）社会情勢の急激な変化、地震、風水害等著しい社会秩序の混乱により、本事業所の業務の履行が遅

延、もしくは不能になった場合、それによる損害賠償責任を本事業所は負わないものとします。 

 

１５．秘密の保持 

本事業所の職員は、当該事業を行う上で知り得たご利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由な 

く、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。 

 

１６．高齢者への不適切な対応防止 

本事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待等ハラスメントの防止等のために、次に掲げるとおり必要な措 

置を講じます。 

（１）研修を通じて、職員の人権意識の向上や知識技術向上に努めます。 

（２）居宅サービス計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 

（３）職員が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、職員が利用者等の権利擁護

に取り組める環境整備に努めます。 

 

１７．身分証明書携行義務 

看護職員は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者または利用者の家族から提示を求められた 

ときは、いつでも身分証を提示します。 

 

１８．利用日について 

変更は随時ご相談いたします。 

  利用日：    曜日   サービス提供時間：   分  時間（      ～      ） 

以上 

 

 令和 6 年 10月 1 日作成 

令和 6 年 11月 1 日改訂 


